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「損益計算書」をどう考えるか、「資金収支計算書」は？
～社会福祉連携推進法人会計基準の素案が示されました～

◆7月13日、第３回社会福祉法人会計基準等検討会が開催され、社会福祉連携推進法人会計基準等(以下｢会計基
準等｣と言います。)について厚生労働省から素案が提示され、その内容について検討が加えられました。
社会福祉連携推進法人(以下｢連携法人｣と言います。)は、改正後の社会福祉法第125条に規定される法人です

が、法人格はあくまでも一般社団法人であり、｢厚生労働省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書
類(貸借対照表及び損益計算書をいう。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成する｣こととされます。

会計基準等の検討の論点として厚生労働省から、①損益計算書の取扱い、②資金収支計算書の位置付け、③
附属明細書の種類、④その他の論点、が提示されました(参考資料の図表１参照)>

損益計算書という名称を使う以上は、企業会計原則を尊重する必要があるとする考え方もありますが、持分
の無い非営利法人の業務活動の成果を表すフロー情報は企業会計とは異なることから、他の非営利法人と同様
に純資産の増減を表す内容とするということでほぼ意見が一致しました。これにより、損益計算書素案の当期
活動増減差額までの部分は社会福祉法人会計の事業活動計算書とほとんど同じ形式となっています。

資金収支計算書については、連携法人においても社会福祉法人と同様予算執行上でも非常に重要な位置付け
とはなりますが、資金収支計算書の情報が貸借対照表を補足する性質であることに着目し、附属明細書の一つ
として位置付けるという素案でした。ただしその重要性は他の附属明細書とは異なるということを明確にする
方向で修正されると思われます。

その他、勘定科目等についても、社会福祉法人会計にできるだけ準拠して、おそらくは会計処理に従事する
であろう社会福祉法人の担当者が混乱しない内容で取りまとめられるものと考えられます。 (事務局)

◆厚生労働省の中央最低賃金審議会は７月14日、令和
３(2021)年度の最低賃金の改定の目安額を28円とする
答申をしました。現在の全国平均は時給902円ですの
で、これが930円となります。
審議会は都道府県を経済状態に応じてＡ～Ｄの４ラ

ンクに分け、それぞれに目安を答申してきましたが、
今回は全てのランクを28円としました。28円の引き上
げ額は時給で示す現在の方式となった平成10(2002)年
度から過去最大で、上げ幅は3.1％となります。ただ
し一定額の改定のため低水準の地域の引上げ率は高く
なり、最大で3.5％となります。
平成27(2015)年に政府は、毎年３％程度引き上げて

｢全国加重平均１千円｣を目指すという目標を掲げ、実
際に2016～19年度は約３％ずつ引き上げられました。
昨年度は新型コロナウイルスの感染拡大の影響を考慮
し、11年ぶりに審議会が目安を示さず、結果的に各都
道府県の引き上げは全国平均で0.1％(１円)増にとど
まりました。今回の引き上げ幅はコロナ前の水準に戻
り、目安通りに上がれば最高額の東京は1013円から
1041円、最低額の秋田県、高知県や沖縄県などは792
円から820円となり、全都道府県で800円を超えます。
最低賃金は事業主が労働者に支払わないといけない

最低限の時給で、違反した場合は罰則もあります。こ
の答申を基に各都道府県が実際の金額を決め、10月ご
ろに新たな最低賃金が適用されます。
労働集約型事業である社会福祉にとって人件費の上

昇は経営圧迫要因ではありますが、職員確保のための
処遇改善にもつながります。デジタル化や経営体制の
改善などで生産性の向上を進め、対応していきたいも
のです。 (事務局)

◆福祉医療機構(ＷＡＭ)では毎年、貸付先のデータを
用いて、福祉･医療施設の建設費等について取りまと
めています。このほど、ユニット型特別養護老人ホー
ム(以下｢特養｣と言います。)、保育所および認定こど
も園(以下｢保育所等｣と言います。)、病院および介護
老人保健施設における令和２(2020)年度の建設費の状
況について公表しました。
参考資料の図表２は、これらのうち特養と保育所等

の建築面積１㎡当たり建設費(以下｢建築単価｣と言い
ます。)の全国平均値の推移を示したものです。特養
と保育所等ともに過去最高となり、上昇傾向が続いて
います。

特養について見ると、2020年度は全国平均が312千
円と、前年度の297千円から14千円上昇しました。定
員１人当たり延べ床面積は、全国平均は47.5㎡と前年
度から3.7㎡上昇、首都圏は47.1㎡と前年度から4.9㎡
上昇しました。2014年度以降はほぼ同水準で推移して
きましたが、本年度は全国および首都圏ともに前年度
より上昇しています。これらのため定員１人当たり建
設費も全国平均で14,899千円と、前年度の13,248千円
から1,651千円上昇しています。
保育所等について見ると、2020年度の建築単価の全

国平均は375千円と前年度の352千円から23千円上昇し
ました。定員１人当たり延べ床面積は全国平均が8.9
㎡、首都圏は8.5㎡と、近年は８㎡台でほぼ横ばいに
推移しています。しかし建築単価の上昇により、定員
１人当たり建設費の全国平均は3,222千円と、前年度
よりも243千円上昇しました。 (事務局)

◎2020年度(令和2年度) 福祉･医療施設の建設費について
https://www.wam.go.jp/hp/wp-content/uploads/210708_No002.pdf

建築単価の上昇傾向が続く
～ＷＡＭが貸付先の建築費の状況を公表～

最低賃金、28円増の答申
～全都道府県で800円超え、平均は930円へ～
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◆ FAX NEWS（PowerPointにて制作）は下記URL総福研ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞしていただけます。どうぞご利用下さいませ。◆

◆会員メールでもお知らせをした通り、事務局主催の「社会福祉法人会計入門講座」のお申込みを現在受
付中です。会員事務所様は３ライセンスまで無料でお申し込みいただけます。
◆総合福祉研究会では、現在社会福祉法人事業所様等を対象とした「特別会員」を募集しております。
～入門講座及び特別会員の詳細・お申込み等はＨＰにてご確認いただけます。是非ご検討ください。～



◆図表１ 社会福祉連携推進法人会計基準に関する論点

〔参考資料〕 181015

資料：2021.07.12福祉医療機構「2020年度（令和２年度）福祉・医療施設の建設費について」から作成

資料：2021.07.13第３回社会福祉法人会計基準等検討会 資料２「社会福祉連携推進法人会計基準等の素案について」から

〔参考資料〕 総 福 研 f a x  n e w s 210726

◆図表２ 特別養護老人ホームと保育所等の建築単価の推移(福祉医療機構貸付先)
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